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携帯電話の料金その他の提供条件に関する
タスクフォース 
取りまとめ 



検討課題① 利用者のニーズや利用実態を踏まえた料金体系 1 

  大手携帯電話事業者のスマートフォンのデータ通信については、2014年６月以降、多段階の
プランが新たに導入され、各社２GBからの設定となっている。 

  契約データ量は７GBの利用者が最も多い一方、実際のデータ通信量が１ＧＢ未満の利用者も
多く存在。ただし、利用者のデータ通信量は全体としては増加傾向にあり、月々のデータ通信
量にも変動がある。 

  大手携帯電話事業者は、本年９月にスマートフォン向けに基本料が1,700円のプランを新たに
発表したが、データ通信量が２GB等が選択できず、最も低廉な場合でも6,200円（税抜き）からと
なっている（ワイモバイルを除く）。 

  大手携帯電話事業者は、スマートフォン向けの少ないデータ容量プランとして、5,000円以下
の料金プランを提供しているが、年齢層や対象機種が限定されている。 

  スマートフォンの音声及びデータの組合せプランでの国際比較では、諸外国のSIMのみプラン
に比べて、少ないデータ容量については日本の方が高くなっている。 

  日本のスマートフォン個人保有率は概ね50％であり、７割を超える諸外国と比べて低くなって
いる。また、世帯保有率の伸びが鈍化している。 

現 状 



検討課題① 利用者のニーズや利用実態を踏まえた料金体系 2 

  大手携帯電話事業者の現在のスマートフォン向けの料金は、ライトユーザにとって割高なもの
となっていないか。 

  スマートフォンのライトユーザ向けプランは年齢層や対象機種が限定されているが、スマート
フォンのライトユーザ向けの料金プランの在り方について、どう考えるか。 

  IoT時代に向けた国民の生活インフラとしてスマートフォンを普及させるため、どのような料金 
プランが必要か。 

論 点 

  消費者が自分の利用状況に応じた選択ができるような料金プランの設定が必要。 

  端末の販売方法の是正の結果が、ライトユーザや長期ユーザに見合った料金プランの提供に
反映されることが重要。  

  料金は自由化しており、行政が具体的にどうするかを指示するのは望ましくない。シンプルで
分かりやすいプランとし、利用者が選択しやすくなるのが重要。 

 

 

主な意見 



検討課題① 利用者のニーズや利用実態を踏まえた料金体系 3 

(1) IoT時代の生活インフラであるスマートフォンの更なる普及を図るため、対象年齢や機種を限定
して提供されている5,000円以下のライトユーザ向けプランの価格帯も参考に、年齢や機種を  
限定せずライトユーザも利用しやすいスマートフォンの料金プランの提供を検討すべき。 

(2) 高額な端末購入補助に伴う利用者間の不公平の是正のため、端末購入補助を受けない   
スマートフォンの長期利用者等の負担の軽減になるような料金プラン等の提供を検討すべき。 

(3) (1)(2)を実現する負担を軽減するための多様な料金プラン等の内容は事業者に委ねるべきで
あるが、以下のような様々な方策が考えられる。 

 (1)の例としては、 

 ① より少ないデータ通信容量プランの創設 

 ② 低廉な国内通話かけ放題プランと少ないデータ通信プランの組合せの柔軟化 

 ③ 低容量のデータ通信プランの低廉化 

また、(2)の例としては、 

 ④ 端末購入補助がない代わりに低廉なプラン（ＳＩＭのみ契約等） 

 ⑤ 端末を買い換えない長期利用者に対する料金割引の提供 

(4) 事業者の提供する料金プラン等が利用者の利用実態に合致し、不公平の是正となるものであ
るかについて、総務省において、事業者に報告を求めて、事後的に検証すべき。 

 

 

方向性 



検討課題② 端末価格からサービス・料金を中心とした競争への転換 4 

  フィーチャーフォン時代には、携帯電話事業者がメーカーに自社向けの独自端末を開発させ
ており、それを一定量まとめて買い取ることで、メーカーがその端末を開発するインセンティブを
確保してきたという構造にあった。スマートフォン時代になって各社がほぼ同じ端末を販売する
ようになり、その構造が変わりつつある。 

  端末を購入する利用者に対し、大手携帯電話事業者は通信料金の割引、端末購入代金の 
補助、販売奨励金等を原資とした端末価格の値引きやキャッシュバック（端末購入補助）を  
行っている。特にMNPによる契約者に対する端末購入補助は高額なものとなっており、端末  
価格を上回っている場合もある。 

  大手携帯電話事業者は、長期利用者に対しては契約期間に応じた割引を提供しているが、
端末購入補助と比較すると、少ないものとなっている。 

  端末販売台数に占めるSIMロックフリー端末の割合が１割以上となっており、本年11月からは
対象端末のSIMロック解除が開始され、今後、大手携帯電話事業者と通信サービス契約をする
際に携帯電話端末を購入をしない者の増加が見込まれる。 

  MVNOからは、大手携帯電話事業者の過度の販売奨励金等がMVNOの市場参入を困難な 
ものにするとの指摘がある。 

  諸外国では、日本のような端末価格を上回る端末購入補助は、見当たらない。 

  端末価格と通信料金の具体的な負担額や、通信サービス契約を解除した場合に端末に関し
て解除料などの負担が発生することが、十分に認識されてないケースが生じている。 

現 状 



検討課題② 端末価格からサービス・料金を中心とした競争への転換 5 

②－１（総論） 
  端末を購入した者が、端末を購入しない者よりも低い負担となる場合もある端末購入補助の 

現状は、日本独自のものであり、端末を買い換えない長期利用者や、端末を購入せずに通信
サービス契約だけを行う利用者にとって、著しく不公平なものとなっているのではないか。 

②－２（適正化のための取組） 
  端末購入補助について、大手携帯電話事業者において行き過ぎは是正すべきとの認識が 

共有されている。一方、事業者間の競争がある中、その適正化を実現するため、事業者団体に
よる取組、行政からの働きかけによる取組について、どう考えるか。また、その際に、価格カルテ
ルや再販売価格の拘束との関係について、どう考えるか。 

②－３（MNPへの影響） 
  端末購入補助の行き過ぎの是正により、ＭＮＰによる顧客獲得競争が弱まるおそれがあること

について、どう考えるか。 

②－４（型落ち端末の取扱い） 
  発売から期間が経過した「型落ち端末」に対する端末購入補助について、どう考えるか。 

②－５（利用者への透明性確保）  
 端末の価格や通信サービス契約を解約した際の負担について、利用者が理解して契約できる

ような方策について、どう考えるか。 

論 点 



検討課題② 端末価格からサービス・料金を中心とした競争への転換 6 

②－１（総論） 
  大手携帯電話事業者が多額の販売奨励金を出して端末を安く提供することが、規模や財力

の面でそのようなことができないMVNOの普及の妨げになっているのではないか。 

  端末と通信契約の一体的販売は、端末購入者には高額な割引があり、購入しない者にはない
ため、著しく不公平であることに加え、MVNOにとって競争上の不利になっており問題。 

  MNPをして端末を購入する者と、既存の利用者で機種変更する者の間で、著しい不公平が 
あるのは問題。 

  海外の事例では、端末の初期費用と通信料金が連動して、安く端末を買う利用者は高い通信
料金を支払っているものや、端末は端末、通信プランは通信プランとなっているものもあり日本 
より公平。 

  販売奨励金の行き過ぎたところを是正し、その削減分をライトユーザに充当するようなことが、
事業者において自主的にできれば良い。 

②－２（適正化のための取組） 
  料金について、これまでの規制緩和の流れもあり、今回新たに規制を入れると言うことは良く 

ない。MVNOを中心とした競争促進を図っていくことが大事ではないか。 

  販売奨励金そのものに規制をかけるのは難しい。 

  通信料金の割引などの見直しを、事業者団体が行うと、独禁法上のカルテルに当たり問題。
行政の働きかけを受け、個々の事業者が自主的に判断すれば問題ない。 

  独占禁止法や予見可能性の観点から、行政がどのように事業者に働きかけるのかも論点。 

主な意見（１） 



検討課題② 端末価格からサービス・料金を中心とした競争への転換 7 

②－３（MNPへの影響） 
  行き過ぎたMNPによる顧客獲得競争を弱め、「端末価格からサービス・料金を中心とした競争」

を目指すべき。 

②－４（型落ち端末の取扱い） 
  型落ち端末に対する補助の論点は大きな問題。通常の端末と同じでなければならないとする

と古い端末が売れなくなり、代理店は大手携帯電話事業者から買えないし、大手携帯電話事業
者はメーカーから買えなくなってしまう。 

②－５（利用者への透明性確保） 
  料金プランの透明化が、端末価格へのキャッシュバック競争からサービス料金競争への環境

整備として欠かせない。 
②－６（その他） 
  ２年間の期間拘束契約で自動更新しないものができれば、著しい端末購入補助はできなくな

るのではないか。 

主な意見（２） 



検討課題② 端末価格からサービス・料金を中心とした競争への転換 8 

(1) スマートフォンを「実質０円」にするような高額な端末購入補助は著しく不公平であり、ＭＶＮＯ
の参入を阻害するおそれがあるため、不公平を是正する方向で補助を適正化する一方、端末購
入補助を受けない利用者の通信料金の負担の軽減に取り組むべき。 

(2) 行き過ぎた端末購入補助の適正化については、例えば、ＭＮＰをして端末購入する者と新規  
契約・機種変更する者との間で著しい差があることや、料金プランによらずに一定額の端末購入
補助となっていること等を見直すことが考えられる。 

(3) 発売から期間が経過した「型落ち端末」などについて、 端末購入補助の適正化の取組の対象
とすることは、端末の流通に与える影響が大きいと考えられるため、その扱いについて配慮を  
すべき。 

(4) 端末購入補助の見直しについては、一定のルールに沿った事業者の取組を促す必要がある
ことから、事業者間のカルテルや再販価格拘束を誘発しないよう留意しつつ、総務省において、
ガイドラインの策定を検討すべき。 

(5) 端末購入補助の見直しについて実効性を確保するためにも、総務省が事業者の取組を検証
できるよう、必要な措置を検討すべき。 

(6) 利用者がニーズに合わせて通信サービスと端末を自由に組み合わせて利用できるようにする
ため、２年間の期間拘束契約の見直しやSIMロック解除の着実な実施などによる、利用者の囲い
込み施策の見直しを引き続き促していくべき。 

(7) 端末購入を条件とした通信サービスの料金割引や通信サービスを解約した際の端末に関する
負担について、利用者が理解して契約できるよう、総務省において、ルールの整備などをすべき。 

 

方向性 



検討課題③ MVNOサービスの低廉化・多様化を通じた競争促進 9 

③－１（接続料） 
  MVNOの費用の相当部分を占める接続料の在り方について、どう考えるか。 

③－２（MNOの機能開放等）  
  MVNOの様々なサービスの多様化を可能とする加入者管理機能の開放について、どう考えるか。 

  新規加入・MNP等の受付処理をワンストップで実行可能とする、MVNOと携帯電話事業者の顧
客システムのオンライン連携について、早期の実現を促すべきではないか。 

論 点 

  MVNOサービスの契約数は増加傾向にあるものの、普及は未だ一部の利用者層にとどまって 
いる。 

  MVNOは、接続料の低廉化を背景に、月1,000円台からの割安な料金を設定しており、認知度
は大幅に上昇している。一方、MVNOを利用しない理由として、通信品質・サポート体制への不安
を挙げる者が増加傾向にある。 

  MVNOが独自にSIMを発行したり、音声サービスに係るコストを低廉化することを可能とする加入
者管理機能の開放について、事業者間で協議が行われているものの、協議が長期化している。 

  MVNOと携帯電話事業者の顧客システムのオンライン連携によるサービスの利便性向上が期待
されている。 

現 状 



検討課題③ MVNOサービスの低廉化・多様化を通じた競争促進 10 

③－１（接続料）  
  接続料の水準については、高いという意見とそうでないという意見がある。 

③－２（MNOの機能開放等） 
  加入者管理機能の開放を含め、MVNOが品質面でMNOと競争できる体制の推進が必要。 

③－３（MVNOの事業展開） 
  MVNOは、スーパーやコンビニと連携するなど、地方でも店舗を拡充することが望まれるので

はないか。 

 MVNOが低料金で提供できるのは、MNOと同様のコストをかけていないことによるものだが、
MVNOも厳しい競争に入っており、その中で利用者から選ばれるような戦略を考えていかなけれ
ばいけない。 

③－４（その他） 
  日本では、端末割引や買換え時の下取りにより、端末の中古市場が小さいが、中古市場が 

大きくなれば、MVNOも利用しやすくなる。 

主な意見 



11 
検討課題③ MVNOサービスの低廉化・多様化を通じた競争促進 

(1) 接続料については、改正電気通信事業法に基づき、その算定方法等を定める省令・ガイドライン
の整備を着実に進め、引き続き、適正性・透明性の向上を図るべき。 

(2) MVNOのサービスの多様化を可能とする加入者管理機能について、ガイドライン上「開放を促進
すべき機能」と位置づけることによって、事業者間の協議を加速すべき。 

(3) MVNOと携帯電話事業者の顧客管理システムのオンライン連携について、早期の実現を促すべ
き。 

(4) MVNOの更なる普及を図るためには、MVNO自身が、大手携帯電話事業者との差別化を図り  
つつ、より多くの利用者から選ばれるような戦略をとっていくことが望まれる。 

(5) 利用者の選択肢をさらに拡大する観点から、行き過ぎた端末購入補助の適正化と相まって、  
中古の端末市場の発展が望まれる。 

方向性 


